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賃貸人としての前橋市（以下「賃貸人」という。）及び賃借人としての【 用地活用

企業名 】（以下「賃借人」という。）は、前橋市営住宅広瀬団地建替事業における余

剰地活用業務（以下「本事業」という。）の実施にあたり、本事業の実施に関して令和

●年●月●日に賃貸人と賃借人、【 用地活用企業を除く全基本協定締結者名 】との間

で締結された基本協定（以下「本基本協定」という。）第１０条の規定に基づき、以下

のとおり事業用定期借地権設定契約（以下「本定期借地権設定契約」という。）を締結

する。なお、本定期借地権設定契約で別段定義するもののほか、本定期借地権設定契約

において使用する用語は、本基本協定における定義によるものとする。 

本契約は賃貸人が実施した前橋市営住宅広瀬団地建替事業の事業者選定手続きにおい

て選定した[グループ名]の提案書に基づき、同グループの任意提案業務事業者である賃

借人が任意提案業務を実施することを目的として締結するものである。 

 

第１条（目的）  

賃貸人は、本事業の実施のため、第２条に定める土地（以下「本事業用地」とい

う。）に対して、建物の所有を目的とする借地借家法（平成３年法律第 90 号。その後

の変更を含み、以下「法」という。）第 23 条2項に規定する事業用定期借地権 （以下

「本借地権」という。）を設定して賃借人にこれを賃貸し、賃借人はこれを賃借する。 

２  賃借人は、本事業用地において、募集要項等及び提案書等に記載された内容に基づ

き、自らの責任と費用負担により本事業を実施し、本事業に関するリスクは、すべて

賃借人が負担する。ただし、本定期借地権設定契約に定める場合は、この限りではな

い。  

３  賃貸人は、本定期借地権設定契約に基づき、権利を行使したこと及び承認、確認又

は通知を行ったことをもって、本事業について何らの責任も負担するものではない。 

 

第２条（本事業用地）  

本事業用地は、別紙物件目録記載の土地の表示のとおりとする。  

  

第３条（賃貸期間）  

本借地権の存続期間は、令和●年●月●日から令和●年●月●日まで（以下「本件契

約期間」という。）とし、賃貸人は、本件契約期間開始日に本事業用地を現状有姿にて

賃借人に引き渡すものとする。 

 

第４条（本借地権の種類）  

本借地権は、法第23条2項に規定する事業用定期借地権 であり、本借地権には、契約

の更新（更新の請求及び土地使用の継続によるものを含む。）及び建物の築造による存

続期間の延長がなく、また、賃借人は、建物その他の建築物の買取を請求することはで
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きない。  

 

２ 本借地権には、法第３条から法第８条まで、法第 13 条及び法第 18 条並びに民法（明治 29 年法

律第 89 号。その後の変更を含み、以下「民法」という。）第 619 条の規定の適用はないものとす

る。  

  

第５条（貸付料）  

本事業用地の貸付料（以下「貸付料」という。）は、本件契約期間において発生する

ものとする。  

２  貸付料は、年額【 提案価格に基づき算出した金額を記載 】円とする。  

３  支払対象期間に１年未満の端数がある場合の端数期間に係る貸付料は月割をもって

計算し、１月未満の端数がある場合は、当該月の日割りによって計算するものとする。

貸付料に１円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。  

４  貸付料は、３年ごとに更新する。  

５  本事業用地の一部滅失等によって、賃借人が本事業用地を使用及び収益をすること

ができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由に

よるものである場合は、賃借人は、賃貸人に対して、賃料の減額について協議するこ

とを求めることができる。 

６  前項の場合において、賃借人は、賃貸人に対し、減額協議が必要となる根拠（当該

一部滅失等の事由が発生した日時、経緯、日常の使用方法への影響及び当該一部滅失

事由が賃借人の責めに帰することができないことの説明を含む。）を記載した書面を

もって事前に通知するものとする。 

  

第６条（貸付料の納入）  

賃借人は、各年度（本件契約期間における毎年４月１日から翌年３月31日までとす

る。ただし、初回の年度は令和●年●月●日から令和●年３月31日までとし、本件契約

期間が満了する年度は本件契約期間の満了の日までとする。）の貸付料を、賃貸人が各

年度の４月（ただし、初回の年度は、●月とする。）に発行する納入通知書により、賃

貸人が指定する期日までに指定の場所に払込みの方法により納付する。払込みに係る費

用は、賃借人の負担とする。  

 

第７条（遅延利息）  

賃貸人は、賃借人が前条に定める納付期限までに貸付料を納付しないときは、納付期

限の翌日から完納の日まで未納代金につき年利３パーセントの割合で遅延利息を徴収す

るものとする。ただし、天災、事変等により止むを得ないと認められるときはこの限り

ではない。 

２  賃借人が、貸付料及び遅延利息を納付すべき場合において、納付された金額が貸付

料及び遅延利息の合計額に満たない場合は、先ず遅延利息から充当する。 
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第８条（契約保証金）  

賃借人は、賃貸人に対し、本定期借地権設定契約に基づく自己の債務履行を担保する

ために契約保証金として、第５条第２項に記載の貸付料の12月分相当額を賃貸人に預託

しなければならない。 

２  前項の契約保証金の預託又は権利金の納付は、賃貸人の発行する納入通知書により、

賃貸人の定める期日までに納入しなければならない。なお、払込みに係る費用は、賃

借人の負担とする。  

３  賃貸人は、第１項及び次項の規定による契約保証金を受託した場合は、速やかに、

賃借人に対し、契約保証金の預かり証及び変更後の預かり証を交付するものとする。 

４  第５条第４項の規定に基づく更新により貸付料が増額された場合は、賃借人は、賃

貸人からの請求に基づき、当該増額分に相当する契約保証金を追加で預託しなければ

ならない。なお、貸付料が減額された場合は、契約保証金を減額するものとする。 

５  賃借人に未払貸付料、損害金その他本定期借地権設定契約に基づく債務の不履行が

ある場合は、賃貸人は何らの催告なしに賃借人から預託を受けた契約保証金をこれに

充当できるものとする。この場合、賃貸人は、弁済充当日、弁済充当額及び費目を賃

借人に書面で通知するものとし、賃借人は、充当の通知を受けた場合は、通知を受け

た日から速やかに契約保証金の不足額を納付しなければならない。 

６  賃借人は、貸付料その他本定期借地権設定契約に基づく賃借人の賃貸人に対する債

務について、契約保証金の預託を理由に履行を遅滞し、又は相殺を主張することはで

きない。 

７  原因のいかんを問わず、本定期借地権設定契約が終了した場合において、賃貸人が

賃借人に対する未収債権等を有するときは、賃貸人は、賃借人から預託を受けた契約

保証金からこれに充当した上で、残額を賃借人による本事業用地の明渡しを受けた後、

速やかに賃借人に返還するものとする。 

８  賃借人は、賃貸人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡してはならず、又

は質権、譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保設定し

てはならない。 

９ 賃貸人が賃借人に返還する保証金には、利息を付さないものとする。 

 

第９条（用途指定）  

賃借人は、本事業用地を、法第23条2項に定める事業の用として認められない用途に

供してはならず、募集要項等及び提案書等に基づいて建築する民間提案施設（以下「本

件建物」という。）の敷地として使用しなければならない。ただし、賃貸人の事前の書

面による承認を得た場合は、この限りではない。  

２  賃借人は、提案書等の内容を変更しようとする場合は、事前に賃貸人の書面による

承認を得なければならない。  
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３  賃借人は、本事業用地及び本件建物を、次に掲げる用途で使用してはならない。 

(1)  風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23 年法律第 122 号。

その後の変更を含む。）第２条に規定する風俗営業及び性風俗特殊営業の用に

供する施設 

(2)  興行場法（昭和23年法律第137号。その後の変更を含む。）第１条に規定する

興行場のうち、業として経営される教育上ふさわしくない施設 

(3)  射幸心を刺激する娯楽を目的として不特定多数のものが出入りする施設 

(4)  周辺の風紀の維持の観点でふさわしくない施設 

(5)  その他、本事業の目的との適合の観点でふさわしくない施設   

 

第１０条（建物の増改築等）  

賃借人は、本事業用地に本件建物のほか、新たに建物を建築し、若しくは本件建物の

増築、改築等を行おうとする場合又は本事業用地の現状を変更しようとする場合は、そ

の内容を賃貸人に報告した上で、事前に賃貸人の書面による承認を得なければならな

い。ただし、募集要項等及び提案書等に基づく場合は、この限りではない。 

２  賃貸人が前項の承認を与えた場合であっても、本借地権の存続期間は延長されない。  

  

第１１条（保全義務）  

賃借人は、本事業用地の返還を困難ならしめる使用をしてはならず、かつ、善良な管

理者の注意をもって本事業用地の管理を行う義務を負う。  

２  賃借人は、事故等（本事業用地又は本件建物の使用に起因する場合、本事業用地又

は本件建物の瑕疵に起因する場合及び第三者の事由に起因する場合を含む。以下同

じ。）により第三者に損害を与えた場合は、自己の責任と費用負担において当該第三

者に対する損害賠償責任を負い、賃貸人に当該第三者に対する損害賠償に関して何ら

の負担をかけてはならない。  

３  賃借人は、本事業用地に投じた有益費又は必要費があっても、これを賃貸人に請求

してはならない。 

４  賃貸人は、本事業用地について修繕する義務を負わず、当該修繕に係る費用は、賃

借人が負担する。 

  

第１２条（契約不適合責任の排除）  

賃借人は、本定期借地権設定契約の締結後、本事業用地に数量不足その他に関して契

約の内容に適合しないことを理由に、賃貸人に対して貸付料若しくは契約保証金の減

免、事業用地の補修等の追完の請求、損害賠償の請求又は本定期借地権設定契約の解除

をすることができない。 

  

第１３条（本件建物の賃貸）  

賃借人は、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸する場合は、当該第三者の名称、
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住所（法人にあっては、主たる事務所）、賃貸期間、使用目的等を書面により賃貸人に

事前に通知し、賃貸人の事前の書面による承認を得なければならない。また、その内容

に変更が生じる場合は、速やかに賃貸人の書面による承諾を得なければならない。  

２  賃借人は、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸する場合は、本事業用地の借地

権が法第23条2項に基づく事業用定期借地権であり、第10条の規定により用途が制限

されること、第27条の規定により本件契約期間満了時に本件建物を取り壊した上で本

事業用地を賃貸人に返還すべきことを当該第三者に明示し、当該第三者との間で本件

契約期間を超えない範囲で法第38条に規定する定期建物賃貸借契約を書面により締結

しなければならない。  

３  賃借人は、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸する場合は、当該第三者に本定

期借地権設定契約の目的に反した使用をさせてはならず、かつ、本定期借地権設定契

約終了時における本事業用地の返還を困難とする行為をさせてはならない。  

４  賃借人は、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸した場合において、当該第三者

に対して、法第35条に規定する効果を生じさせないため、本件契約期間満了の１年前

までに、本定期借地権設定契約の終了及び本件建物の取壊しを通知しなければならな

い。  

５  賃借人は、本事業用地の明渡しまでに、本件建物のすべての第三者との関係を、自

らの責任と費用負担において終了させるものとし、賃貸人に対して負担をかけてはな

らない。  

６  賃借人は、本件建物の全部又は一部を第三者に賃貸した場合において、事故等によ

り当該第三者に生じた損害の一切を関連する法令に基づき賠償又は補償するものとす

る。  

７  賃借人は、第三者の本件建物の使用等、第三者に起因する事由により賃貸人に損害

が生じた場合は、賃貸人に生じた損害の一切を賠償又は補償するものとする。  

  

第１４条（本借地権の譲渡等の禁止等） 

 賃借人は、本借地権の譲渡又は担保権その他の使用権若しくは収益を目的とする権

利の設定を行ってはならならず、本件建物について譲渡又は担保権の設定を行っては

ならない。 ただし、賃貸人の事前の書面による承認がある場合は、この限りではない。 

 

第１５条（借地権の転貸） 

乙は、第三者に、本件土地を転貸してはならない。 

 

第１６条（本件建物の建設）  

賃借人は、募集要項等、提案書等及び本基本協定の規定に基づき賃貸人の承諾を得た

実施設計図書に基づき本件建物を整備し、本件建物の整備にあたっては、必要に応じて

関係法令に基づく必要な資格者を配置するなど関係法令を遵守しなければならない。  

２  賃借人は、自らの責任と費用負担により、工事等による騒音・振動や、車両の運行
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に対する安全対策、並びに建物による日照阻害・電波障害・景観等、周辺環境に対す

る配慮を十分に行い、近隣住民への説明や障害に対する対処等を行わなければならな

い。  

  

第１７条（供用開始義務）  

賃借人は、募集要項等及び提案書等に従い、賃貸人と賃借人の協議により定める期日

までに本件建物の供用を開始しなければならない。  

  

第１８条（本事業に係る計画書及び報告書の提出等）  

賃借人は、前年度の３月末日まで（ただし、初回は本件建物の供用の開始日の60日前

までとする。）に本事業に係る翌年度（ただし、初回は当該年度とする。）の事業計画

書を賃貸人に提出し、賃貸人の確認を得なければならない。  

２  賃借人は、毎年度終了後30日以内（ただし、本件契約期間が満了する年度は本件契

約期間の満了の日までとする。）に、本事業に係る当該年度の事業報告書を賃貸人に

提出し、賃貸人の確認を得なければならない。  

３  賃貸人及び賃借人は、少なくとも各年度１回は直接面会し、賃借人は、賃貸人に対

して、財務状況及び事業収支状況等の説明を行うとともに、本事業用地及び本件建物

の利用状況等について報告し、賃貸人による利用状況等の現地確認に協力するものと

する。  

４  賃借人は、賃借人の会社における事業年度の最終日から３か月以内に、当該事業年

度における会社法第435条第２項に定める計算書類及び事業報告並びにこれらの附属

明細書を賃貸人に提出する。 

  

第１９条（市による用地活用業務の実施状況のモニタリング） 

 事業者は、本契約、募集要項等、提案書等に定める用地活用計画書等に従って用地

活用業務を遂行するため、用地活用業務の開始予定日の１か月前までに、自主モニタリ

ング計画書を作成し、市の承認を得るものとする。  

２ 事業者は、前項に規定する自主モニタリング計画書に従ってモニタリングを実施し、

用地活用業務の開始日以降、用地活用業務が終了するまでの間、市の定める定時に、

モニタリング報告書を市に提出するものとする。 

３ 市は、事業者の用地活用業務の実施状況を把握するため、次の各号に掲げるところ

により、モニタリングを行うことができる。 

(1) 業務報告書並びに提出記録等の検査。  

(2) 市による随時の実地調査。  

４ 市は、前項による市のモニタリングの結果、事業者の提供する用地活用業務の水準

が本契約、募集要項等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明したとき

は、市は判明した事項を明らかにし、その是正期間を定めて事業者に求めることが出

来るものとする。この場合において、事業者は自己の費用負担においてこれに従い、
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当該是正の完了後速やかに、市に是正の完了を報告しなければならない。 

５ 事業者は、前項の是正要求に対して意見陳述を行うことができ、客観的に合理性が

認められる場合には、市は是正要求を撤回するものとする。 

６ 市は、事業者が前項の規定による是正の完了を報告後、是正状況の確認を行うもの

とする。この場合において、当該確認の結果、活用用地の活用の水準がなおも本契約、

募集要項等及び提案書等に定める水準に達していないことが判明し、市が定める相当

な期間内に是正要求の内容が実施されないときは、事業者に対して、用地活用業務の

全部又は一部の終了を命じることができる。 

７ 市は、本条の規定によるモニタリングを理由として、何らの責任を負担するもので

はない。 

 

第２０条（調査等）  

賃貸人は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、賃借人に対し、賃借

人の財務状況等に関する質問調査、参考資料の提出その他の報告を求めることができ

る。この場合において、賃借人は、賃貸人の調査等に協力しなければならず、正当な理

由がなくその調査を拒み又は報告若しくは資料の提出を拒んではならない。 

(1)  貸付料の支払を遅延した場合 

(2)  本事業用地を第10条に規定する用途指定以外に使用したと認められる場合 

(3)  第14条及び第15条の規定に違反したと認められる場合 

(4)  募集要項等及び提案書等に従った本事業用地及び本件建物の維持管理・運営

を困難ならしめる事象が生じた場合 

(5)  その他賃借人の本事業用地及び本件建物の使用状況に照らし、賃貸人による

調査の必要があると認められる場合 

２  賃貸人は、賃借人の財務状況や事業収支等の悪化その他の事由により事業の継続が

困難になるおそれがあると考えられる場合には、賃借人に対し、事業改善等を求める

ことができる。  

 

第２１条（是正要求）  

賃貸人は、賃借人が実施する事業が本定期借地権設定契約、募集要項等及び提案書等

に相違すると判断した場合は、賃借人にその是正を求めることができる。  

２  賃借人は、前項の規定に基づく是正要求に対して意見を陳述できるものとし、その

内容が客観的に合理的であると認められる場合は、賃貸人は当該要求を取り下げる。  

３  賃借人は、第１項の規定に基づく是正要求を受けた場合（前項の規定に基づき賃貸

人が要求を取り下げた場合を除く。）は、速やかに改善計画を作成し、賃貸人の確認

を得た上で、自らの責任と費用負担において是正措置を講じ、その結果を賃貸人に報

告しなければならない。  

４  賃借人は、第１項の規定に基づく是正要求を受けたにもかかわらず（第２項の規定

に基づき賃貸人が要求を取り下げた場合を除く。）、賃借人が合理的な期間内に是正
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措置を講じない場合、違約金として年間貸付料を賃借人に請求することができる。 

  

第２２条（終了前協議）  

賃借人は、本件契約期間の満了の日の３年前から、本事業用地の明渡し等本定期借地

権設定契約の終了に際して必要な事項を決定するための協議（以下「終了前協議」とい

う。）を賃貸人と行うものとする。終了前協議にあたり、賃借人は、あらかじめ協議す

る事項を賃貸人に対し書面により通知しなければならない。  

２  賃借人は、終了前協議において、本定期借地権設定契約終了後の賃借人が整備した

本件建物の取扱い等に関する事項について、賃貸人と協議を行うことができる。  

 

第２３条（債務不履行等による終了）  

賃貸人は、賃借人が本定期借地権設定契約上の規定に違反し、又は義務を履行せず、

かつ、相当の期間を定めて催告してもなお是正せず、又は履行しない場合には、書面に

より通知して本定期借地権設定契約を解除することができる。 

２  賃借人は、賃貸人が本定期借地権設定契約上の規定に違反し、又は義務を履行せず、

かつ、相当の期間を定めて催告してもなお是正せず、又は履行しない場合には、書面

により通知して本定期借地権設定契約を解除することができる。 

３ 賃貸人は、用地活用企業が、本事業又は本定期借地権設定契約に関し、次の各号

に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告をすることなく本定期

借地権設定契約を解除することができる。  

(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第８条の４第１項の規定による必要な措置を命ぜ

られたとき。 

(2) 独占禁止法第７条第１項若しくは同条第２項（同法第８条の２第２項及び同

法第20条第２項において準用する場合を含む。）、同法第８条の２第１項若

しくは同条第３項、同法第17条の２第１項若しくは第２項又は同法第20条第

１項の規定による排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）を受けた

とき。 

(3) 独占禁止法第７条の２第１項（同条第２項及び第８条の３において読み替え

て準用する場合を含む。）、同法第７条の９第１項若しくは第２項、又は第

20条の２から６のいずれかの規定による課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）を受けたとき、又は同法第７条の２第１項の規定により課徴金を

納付すべき事業者が、同法第７条の４第１項の規定により納付命令を受けな

かったとき（同法第７条の２第１項及び同法第８条の３において読み替えて

準用する場合を含む。）。 

(4)  刑法（明治40年法律第45号）第96条の６若しくは同法第198条、公職にある

者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律（平成12年法律第130号）

第４条、又は独占禁止法第89条第１項第１号若しくは同条第２項（ただし、
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同条第１項第１号に係るものに限る。）の規定による罪の容疑により刑事訴

訟法（昭和23年法律第131号）第247条の規定に基づく公訴を提起されたとき

（事業者若しくは構成企業、構成企業の役員又はその使用人が当該公訴を提

起されたときを含む。）。 

(5) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第２項第２号に該当

すると認められたとき。  

４  賃貸人は、賃借人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当した場合には、何

らの催告をすることなく本定期借地権設定契約約を解除することができる。  

(1) 事業者若しくは構成企業又は役員等（事業者若しくは構成企業の役員又はそ

れらの支店若しくは営業所（常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。）

を代表する者をいう。以下、本条において同じ。）が暴力団等であると認めら

れるとき。 

(2) 暴力団員又は暴力団密接関係者が顧問に就任するなど事実上、事業者又は構

成企業の経営に参加していると認められるとき。 

(3) 事業者若しくは構成企業又は役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得 

るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められると

き。  

(4) 事業者若しくは構成企業又は役員等がいかなる名義をもってするかを問わず、

暴力団等に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認めら

れるとき。  

(5) 事業者若しくは構成企業又は役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係

を有していると認められるとき。  

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が本

条第１号若しくは第２号に該当する者又は第３号から第５号に規定する行為を行

う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。  

５   第１項、第３項又は第４項の規定に基づき賃貸人が本定期借地権設定契約を解除す

る場合は、賃借人は、第５条の規定に基づき支払うべき貸付料の年度額相当額を、違

約金として賃貸人に支払うものとする。ただし、当該違約金の額を超えた損害が賃貸

人に生じた場合は、賃貸人は、次項の規定に基づいて当該損害の賠償を求めることが

できるものとする。なお、賃借人が第９条に定める契約保証金を既に預託している場

合は、賃貸人は、当該契約保証金を本項の違約金に充当することができるものとする。 

６  第１項から第４項までの規定に基づき賃貸人又は賃借人が本定期借地権設定契約を

解除した場合は、解除の相手方当事者は、解除した当事者に当該解除により生じた合

理的な追加費用及び損害を賠償するものとする。 

  

第２４条（公用又は公共用に供するための契約の終了）  

賃貸人は、本事業用地を賃貸人、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又

は公共用に供するため必要を生じた場合は、地方自治法（昭和22年法律第67号。その後
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の変更を含む。）第238条の５第４項の規定に基づき本定期借地権設定契約を解除する

ことができる。  

２  賃借人は、前項の規定に基づき本定期借地権設定契約が解除された場合に生じた損

失について、地方自治法第238条の５第５項の規定に基づき、賃貸人に対し、その補

償を請求することができる。  

  

第２５条（明渡し）  

賃借人は、本定期借地権設定契約が終了する場合は、次の各号に定める期日までに、

賃借人の責任と費用負担において、本事業用地を更地（地上地中を問わず、本事業用地

に設置、埋設又は搬入されたあらゆる物（建物その他一切の定着物及び一切の動産を含

む。）を撤去搬出し、良質な土砂で平らに均し、土砂の流出や飛散が起こらないように

した状態をいう。）にするとともに、本事業用地に土壌汚染対策法（平成14年法律第53

号。その後の変更を含む。）に規定される土壌汚染が判明した場合には、それが賃借人

の責めに帰すべき事由によるものである限り、土壌汚染部分について法令上要求される

対策を講じ、土壌汚染のないことを確認した上で、本事業用地を賃貸人に明け渡さなけ

ればならない。ただし、事前に賃貸人の書面による承認がある場合は、この限りではな

い。  

(1)  本定期借地権設定契約が解除された場合においては、賃貸人の指定する日から

3か月以内 

(2)  本件契約期間の満了により本定期借地権設定契約が終了する場合においては、

本件契約期間の満了の日 

２  賃借人は、前項に定める明渡しをする場合は、賃貸人による現地確認等を受け、そ

の承認を得ることをもって本事業用地の明渡しが完了したものとする。 

３  本定期借地権設定契約の終了後において、賃借人が本事業用地を明け渡さなかった

場合は、賃借人は、本定期借地権設定契約の終了日の翌日から本事業用地の明渡し完

了までの間の日数に応じ、遅延期間１日あたり、第５条に定める貸付料を１日あたり

に換算した貸付料の２倍相当の使用損害金を賃貸人に支払う。 

４  本定期借地権設定契約が終了し、賃借人が本事業用地を賃貸人に明け渡した後、本

事業用地に残置された物（建物その他一切の定着物及び一切の動産を含む。）につい

て、賃貸人は、賃借人がその所有権を放棄したものとして、賃借人の費用負担でこれ

を適宜処分し、本事業用地を更地にすることができる。 

５  賃借人が本条に規定する本事業用地の明渡義務を怠り、これにより賃貸人に損害を

与えた場合は、賃借人は第３項の使用損害金以外にも別途賠償しなければならない。 

  

第２６条（貸付料の精算）  

賃貸人は、本定期借地権設定契約が解除された場合は、未経過期間に係る貸付料を賃

借人に返還する。ただし、その額が1,000円未満の場合は、賃貸人は返還することを要

しない。  
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２  賃貸人は、本定期借地権設定契約の解除により賃借人が違約金その他本定期借地権

設定契約に基づき支払うべき金銭債務がある場合は、前項の規定にかかわらず返還す

る未経過期間に係る貸付料の全部又は一部と相殺することができる。  

３  賃貸人が賃借人に返還する貸付料には利息を付さないものとする。 

  

第２７条（立退料の不請求）  

賃借人は、本定期借地権設定契約の本件契約期間満了による終了に伴う本事業用地の

明渡しに際し、第９条に定める契約保証金の返還の場合を除き、立退料、移転料及び営

業補償その名目のいかんを問わず、賃貸人に対し、一切の金銭上の請求をすることがで

きないものとする。  

  

第２８条（損害賠償責任）  

賃貸人又は賃借人が、自らの責めに帰すべき事由により、相手方に損害を与えた場合

は、その損害を合理的な範囲で相手方に賠償しなければならない。  

２  賃借人は、前項により損害賠償義務を負う場合、賃貸人が第27条第2項の規定によ

り当該損害賠償の一部を未経過期間に係る貸付料の全部又は一部と相殺した場合は、

賃貸人が通知する相殺後の当該損害金額を賠償するものとする。  

 

第２９条（不可抗力による損害等） 

市は、本契約の締結後、不可抗力により、用地活用業務に関して事業者又は第三者に

損害が生じたとしても、これを負担しない。 

  

第３０条（不可抗力による解除） 

市は、用地活用業務が不可抗力により履行不能となった場合には、事業者と協議を行

ったうえで、履行不能となった用地活用業務に関する部分に限り、本契約を解除でき

る。この場合において、市又は事業者に生じた追加費用又は損害は、各自が負担するも

のとし、相手方へ請求できないものとする。  

 

第３１条（事業者による契約解除）  

事業者は、市が市の責めに帰すべき事由により本契約に基づく市の債務を履行しない

場合には、市に対して、３０日以上の期間を設けて履行の催告を行ったうえで、本契約

の全部又は一部を解除することができるものとする。ただし、市が履行しない債務が用

地活用業務に関する債務のみである場合には、解除の範囲は用地活用業務に限るものと

する。 

 

第３２条（日数計算）  

賃貸人及び賃借人が本定期借地権設定契約に基づき支払うべき金銭の額について日割

計算を要する場合は、閏年を含む期間についても年365日により算定するものとする。 
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第３３条（届出義務）  

賃借人は、次の各号に該当する場合は、賃貸人に対し書面をもって速やかに届け出な

ければならない。  

(1)  賃借人の名称又は主たる事務所の所在地を変更した場合 

(2)  賃借人ついて、合併その他の承継が生じた場合 

(3)  本事業用地が滅失（一部滅失含む。）し、又は毀損した場合 

  

第３４条（強制執行の承諾）  

賃借人は、本定期借地権設定契約に定める債務の履行を怠った場合は、直ちに強制執

行に服することについて異議を申し立てられない。  

 

第３５条（本借地権の登記）  

賃貸人は、本定期借地権設定契約締結後、賃借人から本借地権の登記を行うために協

力を求められた場合は、これに協力する。  

２  賃借人は、前項の規定に基づき本借地権の登記を行った場合は、本定期借地権設定

契約の終了と同時に本借地権の抹消登記を行わなければならない。  

３  前２項の登記に要する費用（本事業用地上の建物についての表題部の登記費用含

む。）、本定期借地権設定契約の終了に基づく本借地権の抹消登記に要する費用その

他本借地権の登記に関する一切の費用は、賃借人が負担する。 

  

第３６条（疑義等の決定）  

本定期借地権設定契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合は、又は本

定期借地権設定契約の各条項に疑義が生じた場合は、賃貸人と賃借人が協議して定め

る。  

  

第３７条（準拠法及び管轄裁判所）  

本定期借地権設定契約は、日本国の法令に従い解釈され、本定期借地権設定契約に関

する一切の裁判の第一審の専属管轄は、前橋地方裁判所とする。   

  

 

［ 以 下 余 白 ］ 
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上記契約の成立を証するため、本書２通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その１通を保有

する。  

   

令和  年  月  日  

  

  

賃貸人  

群馬県前橋大手町二丁目 12 番 1 号 

前橋市長  小川 晶               印  

  

  

賃借人  

（所在地）  

（用地活用企業名）  

（代表者名）                    印  

    

別紙 物件目録（本事業用地）  

  

所在・地番  ●●  

地 目  ●●  

地 積  ●●●㎡  

  

 


